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慶応義塾大学芸文学会規約

知 －＇！；で袷 DIJ 

第 1 条本学会ば「慶応義塾大学芸文学会」と称する。

第 2 条本学会は，文学，言語芸術の研究を目的とする。

卸 3 条 本学会の事務所は束京都港区三田 2 ノ 15 ノ 45鹿応義塾大学文学部文学科研究室に
E可マ1 , 
[I' L 九。

知 4 条 木学会は第 2条lと定められた日的を達成するために次の事業を行う。

1. 会員の学術研究を助成する事業。

2. 会員の学術研究を発表する事業。 A. 機関誌「芸文研究」の発行。 B. 学術

研究発表会の開催。

3. その他本学会の目的を達成するに必要な事業。

第二章会 員

第 5 条木学会ば慶応義塾大学芸文関係の教授，助教授，講師，助手，及び入会を希望す

る卒業者，並びに会員 2名以上の推薦lとより委員会の承認を得た者を以て会員と

する。

第 6 条 会員はその研究を機関誌「芸文研究」及び本会学術発表会で発表するととが出来

る。

第 7 条会費は別に定めるととろに従う。

第 3 章役 員

第 8 条本学会lと次の役貝を百く。

1. 委員長 1 名， 2. 委員若干名

第 9 条 委員は会員の選挙によって慶応義塾大学芸文関係の在職者中から選ばれる。

卸 10 条委員長は委員の互選によって選ばれる。

知 11 条委員長は委員中から会計，編集その他の専門委員を指名する乙とがある。委員ば

委員長を補佐して会務を執る。

第 12 条各役員の任期は 2 カ年とする。但し主任を妨げない。

第 4 京会議

第 13 条本学会は絡会と委員会とを開く。

卸 14 条 給会は委員長が乙れを招集し，会員過半数の出席によって成立する。議事の決定

は多数決による。

節目条総会は毎年 1 回開催し，役口の改選，会務報告等を行う。

節目条委貝会は随時これを閃く。

自1 5 空経 理

節 17 条 本学会の会計年度は 4 月 1 日 ILJ台まり現午 3 月 31 日 lご終る。

第 18 条 本学会の経常買は財団法人慶応義塾その他よりの柿助金並ひ1と会費寄附企及びそ

の｛也の収入を以てこれに当てる。
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